
四日市市消防団規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月２６日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第１９号 

   四日市市消防団規則の一部を改正する規則 

 四日市市消防団規則（昭和４１年四日市市規則第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 

改正後 改正前 

 （組織） 

第２条 （略） 

２ 消防団本部には、それぞれ次の部を

置き、当該部には、それぞれ次の班を

置く。 

３及び４ （略） 

部 班 

警防部 大規模災害対応班 

昼間災害対応班 

（略） 

 （組織） 

第２条 （略） 

２ 消防団本部には、それぞれ次の部を

置き、当該部には、それぞれ次の班を

置く。 

３及び４ （略） 

部 班 

警防部 水防対応班 

昼間災害対応班 

（略） 

 

 

改正後 

別表第１（第２条関係） 

 (1) 四日市市消防本部 四日市市西新地１４番４号 

名称 管轄区域 

（略） 

同   楠分団 同   楠地区市民センターの所管区域 
 

 

改正前 

別表第１（第２条関係） 



 (1) 四日市市消防本部 四日市市西新地１４番４号 

名称 管轄区域 

（略） 

同   北楠分団 同   楠町北五味塚、吉崎、本郷、北一色、小倉 

同   南楠分団 同   楠町南五味塚、南川 
 

 

 

改正後 

別表第２（第４条関係） 

      区分 

 

名称 

団長 副団長 分団長 
副分団

長 
部長 班長 

その他

の団員 
計 

四日市市消防団員 （略） ８７ １０２ 

（略） 

同   楠分団 （略） １ １ ２ ４ １４ ２２ 

計 （略） ２５ ２５ ５１ １０１ ４１３ （略） 
 

 

改正前 

別表第２（第４条関係） 

      区分 

 

名称 

団長 副団長 分団長 
副分団

長 
部長 班長 

その他

の団員 
計 

四日市市消防団員 （略） ４５ ６０ 

（略） 

同   北楠分団 （略） １ １ ４ ７ ２４ ３７ 

同   南楠分団   １ １ ３ ５ １７ ２７ 

計 （略） ２６ ２６ ５６ １０９ ３９８ （略） 
 

 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（消防本部消防救急課） 


